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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第103期

第３四半期連結
累計期間

第103期
第３四半期連結
会計期間

第102期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年12月31日

自平成20年10月１日
至平成20年12月31日

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

売上高　　　　　　　　（千円） 16,430,746 5,024,230 22,630,654

経常利益　　　　　　　（千円） 2,191,676 331,097 2,942,079

四半期（当期）純利益　（千円） 1,297,236 138,957 1,640,751

純資産額　　　　　　　（千円） － 21,491,086 20,981,956

総資産額　　　　　　　（千円） － 29,505,099 29,566,105

１株当たり純資産額　　　（円） － 919.44 889.41

１株当たり

四半期（当期）純利益金額（円）
55.08 5.91 69.59

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率　　　　　　（％） － 72.8 70.9

営業活動による

キャッシュ・フロー　　（千円）
1,779,411 － 904,950

投資活動による

キャッシュ・フロー　　（千円）
△1,194,052 － △666,905

財務活動による

キャッシュ・フロー　　（千円）
△286,920 － △708,765

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高　（千円）
－ 4,732,276 4,652,546

従業員数　　　　　　　　（人） － 905 825

　 (注)　１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２  売上高には、消費税等は含んでおりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 905 (264)

　（注）１　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数欄の（外書）は、嘱託・臨時従業員（当第３四半期連結会計期間平均人員、８時間換算）及び人材会

社からの派遣社員（当第３四半期連結会計期間平均人員）であります。

 

(2）提出会社の状況

 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 550 (236)

　（注）１　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数欄の（外書）は、嘱託・臨時従業員（当第３四半期会計期間平均人員、８時間換算）及び人材会社か

らの派遣社員（当第３四半期会計期間平均人員）であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　事業の種類別セグメント情報を記載しておらず、また複数の事業部門等がありませんので、当第３四半期連結会計期間

の機種別の情報を記載しております。

（１）生産実績

機種別
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
   至　平成20年12月31日) 

前年同四半期比（％）

定置型ガス検知警報機器　　　　　（千円） 2,236,477 －

可搬型ガス検知警報機器　　　　　（千円） 1,248,793 －

その他測定機器　　　　　　　　　（千円） 264,306 －

　　　　　　　　  合計　　　　 　（千円） 3,749,577 －

（注）　１　金額の表示は、販売価格換算で表示しております。

        ２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

（２）受注実績

機種別 受注高（千円）
前年同四半期比
（％）

受注残高（千円）
前年同四半期比
（％）

定置型ガス検知警報機器 3,150,827 － 2,131,527 －

可搬型ガス検知警報機器 1,396,775 － 589,473 －

その他測定機器 309,202 － 252,751 －

合計 4,856,805 － 2,973,752 －

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

（３）販売実績

機種別
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
   至　平成20年12月31日) 

前年同四半期比（％）

定置型ガス検知警報機器　　　　　（千円） 3,352,405 －

可搬型ガス検知警報機器　　　　　（千円） 1,419,350 －

その他測定機器　　　　　　　　　（千円） 252,474 －

　　　　　　 　 　合計　　　 　　（千円） 5,024,230 －

（注）　１　総販売実績に対し販売実績が10％以上に該当する販売先はありません。

　　　　２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等は行われておりません。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

 

（１) 業績の状況 

　当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題を契機とした世界的な

金融・資本市場の混乱が、実体経済面にも大きく影響を及ぼし、景気の悪化は深刻化しました。

　当社グループの属する産業防災保安機器業界におきましても上期は半導体・液晶関連業界を中心とした受注残を

抱え好調に推移しましたが、下期以降は、一転して急激な景気減速の影響を受け、主要顧客の設備投資計画延期等に

より、市場は縮小することとなりました。

　このような環境の下、当第３四半期連結会計期間の連結売上高は５０億２千４百万円（前年同四半期連結会計期

間比１４．４％減）、連結営業利益は３億３千６百万円（前年同四半期連結会計期間比５７．８％減）、連結経常

利益は３億３千１百万円（前年同四半期連結会計期間比５９．２％減）、連結四半期純利益は１億３千８百万円

（前年同四半期連結会計期間比７１．４％減）となりました。

 

（２) 財政状態の分析

  当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末と比較して６千１百万円減少し、２９５

億５百万円（前連結会計年度末比０．２％減）となりました。流動資産につきましては、前連結会計年度末と比較

して４億２千１百万円減少し、１８７億２千５百万円となりました。これは、売上債権の減少によるものでありま

す。固定資産につきましては、前連結会計年度末と比較して３億６千万円増加し、１０７億７千９百万円となりまし

た。これは主に、工場用地を７億９千万円で取得したことによるものであります。

  当第３四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末と比較して５億７千万円減少し、８０億

１千４百万円（前連結会計年度末比６．６％減）となりました。流動負債につきましては、前連結会計年度末と比

較して５億７千２百万円減少し、５７億５千９百万円となりました。これは主に、未払法人税等が５億７千４百万円

減少したことによるものであります。固定負債につきましては、前連結会計年度末と比較して２百万円増加し、２２

億５千４百万円となりました。

　当第３四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末と比較して５億９百万円増加し、２１４

億９千１百万円（前連結会計年度末比２．４％増）となりました。これは主に、当第３四半期連結累計期間の純利

益１２億９千７百万円の計上、中間及び期末配当金４億２百万円の支払い等により利益剰余金が８億９千５百万円

増加した一方、自己株式が１億１千２百万円増加、その他有価証券評価差額金が２億７百万円減少したこと等によ

るものであります。

 

（３) キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第２四半期連結会計期間

末と比較して３億６千１百万円増加し、４７億３千２百万円となりました。

　当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は、４億８千８百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益２億８千２

百万円を計上、売上債権が４億１千７百万円減少及び仕入債務が３億５千７百万円増加した一方、法人税等の支払

額が６億３千６百万円であったこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、１億４千１百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出９千６

百万円等であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果獲得した資金は、１億６千２百万円となりました。これは、運転資金としての短期借入金が３億円

増加、長期借入金が１億７千６百万円増加した一方、配当金の支払額が２億１百万円であったこと等によるもので

あります。
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（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社

法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。

 

①　基本方針の内容

　当社は、「安全」を供給する企業の責務を果たすべく、昭和14年の会社設立以来蓄積してきた安全に関する技術、

経験、ノウハウの継承を前提として、これらを基礎とした中長期に亘っての地道な研究・調査活動、更にはこれら

の活動を確保するための中長期的な視点に立った安定的な経営の維持、継続が不可欠であり、一時においてもこれ

を停滞させてはならないものと考えております。

　今日のわが国の資本市場においては、金融機関を中心とした株式持合いの解消が進み、安定株主による株式の保

有比率が急速に低下しております。これに加え、企業買収にかかわる法制度の変化等を踏まえると、企業経営者の

同意を得ずに行われる企業買収、いわゆる敵対的買収が行われやすい状況になりつつあるといえます。

　このような状況の中、当社の株式は東京証券取引所一部市場において取引されている上場株式であることから、

当社を対象とした買収行為が実施される可能性も否定できません。

　当社といたしましては、仮に当該買収行為が敵対的買収であってもそれが当社の企業価値の向上に繋がるもので

あれば何等これを否定いたしません。

　しかしながら、買収後に資産を切売りする企業解体的な買収や、短期的な利益取得目的の株式買占め等、企業の将

来的な価値を毀損する敵対的買収も現に存在する以上は、仮にこれが短期的な視点からは株主に利益をもたらす

ものであるとしても、中長期的な視点からの株主の利益を損なうものであるならば、当社の企業価値を損なう買収

行為であるとしてこれを合理的な手段をもって排除することが必要であると考えております。

　このような観点から、当社の既存の株主の皆様が当該買収の是非、即ちその買収が当社の企業価値の向上に資す

るか否かについての分析・検討を行うための情報や時間が必ずしも十分に提供されていないような買収などにつ

いても、合理的な範囲で抑止することが必要であると考えております。

 

②　当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する取り組み

　当社は、「安全を科学」し、“人々が安心して働ける環境づくり”を企業理念として掲げ、ガスセンサー技術　の

パイオニアとして社会に貢献してまいりました。その結果、現在、当社の主力製品である産業用ガス検知警報機器

は、半導体・液晶、石油化学、建設、電力・ガス、鉄鋼、造船等の幅広い業種にてご利用いただいております。

　また、当社は、「安全」を供給する企業の責務を果たすべく、これらの幅広い業種を対象として、機器の販売のみ

ならず、販売後の保守・点検及びガスを検知するセンサーの交換など定期的なメンテナンスにも積極的に取り組

み、国内のトップメーカーから世界のトップメーカーへの飛躍を目標として日々邁進しております。

　このような目標を達成するため、当社といたしましては以下の具体的施策を推進しております。

イ．競争力（価格・技術・品質）の強化

　　自社独自の技術による新製品の開発により「多機能化」、「小型化」、「高信頼性」を実現する製品差別化

　戦略を推進しており、これにより、価格・技術・品質面での競争力のさらなる強化を目指しております。

ロ．販売サービス体制の拡充

　　全国各地に営業所及びサービス子会社を配置し、運用面での技術指導から保守点検に至るまでの万全なサー

　ビスネットの構築を推進しており、ユーザーニーズを素早くキャッチアップする体制の更なる強化を目指して

　おります。

 

③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

　　取り組み

　当社は、平成18年６月29日開催の第100回定時株主総会においてご承認いただいた、当社株券等の保有割合が20％

を超える結果となる当社株券等の取得行為その他の当社取締役会の事前の賛同を得ない買収提案等への対応方針

として、新株予約権と信託の仕組みを利用したライツプラン（以下「信託型ライツプラン」といいます。）を導入

しております。

　信託型ライツプランは、当社が予め信託銀行に対して新株予約権を発行し、将来、当社の企業価値を毀損する買収

が行われた場合には、信託銀行からの受益者である全株主に対して新株予約権が交付され、当該買収者とその一定

範囲の関係者等以外の全株主が新株予約権を行使して極めて低い価額で当社普通株式を取得することができるよ

うにする仕組みです。（平成18年７月21日にみずほ信託銀行株式会社を受託者として設定した金銭の信託を割当

先として、新株予約権２千５百万個（新株予約権１個につき当社普通株式１株）を無償で発行しております。）
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　当社の信託型ライツプランは、合理的な範囲で利用されるよう、以下の仕組みを備えております。

イ．導入に際しての株主総会決議による承認

　　信託型ライツプランの導入は、新株予約権を「特に有利な条件」により発行することにつき株主総会におけ

　るご承認（特別決議）をいただくことを通じて、防衛策として採用することのご承認をいただいており、株主

　の皆様のご意思に依拠したものとなっております。

ロ．有効期限の限界

　　新株予約権の行使期間は原則として平成18年７月21日から平成21年７月20日までの３年間としております。

　したがって、当該期間経過後において更に信託型ライツプランの導入を継続する場合には、再度株主の皆様に

　ご承認いただくことが必要となります。

ハ．新株予約権の取得、及びその償却が可能であること

　　取締役会は、権利発動要件が充足するまでの間、いつでも新株予約権を無償で取得しこれを償却できるもの

　としております。

ニ．独立社外者のみからなる特別委員会の設置

　　社外監査役及び社外有識者により構成される特別委員会が、買収提案の内容について分析・検討を行い、信

　託型ライツプラン発動の必要性有無について取締役会に勧告を行うこととしており、発動に際し透明な運営が

　行われる仕組みが確保されております。

ホ．合理的な客観的要件の設定

　　信託型ライツプランは、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設計されてお

　り、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。

　　従って、当社取締役会は上記の方針及び株主の共同利益に沿うものであり、また、当社役員の地位の維持を

　目的とするものでないと判断しております。

 

（５）研究開発活動

　当第３四半期連結会計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、２億７千４百万円であります。

　なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
（１）　主要な設備の状況

  当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　　　

（２）　設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設について、

重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 94,000,000

計 94,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 23,661,000 23,661,000
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数100株

計 23,661,000 23,661,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　　平成18年６月29日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

 付与対象者

みずほ信託銀行株式会社（以下「信託銀行」といいます）

を受託者とする金銭信託以外の金銭の信託契約を締結し、

信託を設定しました。権利発動要件が充足するまでは信託

銀行が信託契約に基づき新株予約権を管理し、権利発動要

件が充足した場合はその後一定の手続に従い、最初に特定

される当社の全株主（買収者を含み、自己株式の保有者と

しての当社を除く）が新株予約権の交付を受けるべき受益

者として確定されます。

 新株予約権の数（個） 25,000,000

 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 （単元株式数100株）

 新株予約権の目的となる株式の数

本新株予約権の目的となる株式の総数は、25,000,000株と

する。

各新株予約権の目的となる株式の数（以下、「目的株式

数」という。）は、 1 株とする。

なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合

を行う場合には、目的株式数を次の算式により調整し、１株

未満の端数は切り捨てる。新株予約権の目的となる株式の

総数は、調整後目的株式数に当該時点で行使または消却さ

れていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

調整後目的株式数 ＝ 調整前目的株式数 × 分割・併合の

比率

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的株式数

の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合

併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付

与株式数を調整し、新株予約権の目的となる株式の総数は、

調整後目的株式数に当該時点で行使または消却されていな

い新株予約権の総数を乗じた数とする。

 新株予約権の行使時の払込金額

各新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当

たりの払込金額に目的株式数を乗じた価額とし、１株当た

りの払込金額は当初１円とする。
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第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

 新株予約権の行使期間

本新株予約権の発行日から平成21年７月20日までとする。

ただし、平成21年７月20日以前に権利発動要件（下記「新

株予約権の行使の条件」欄（１）h.に定義される。）が発

生した場合には、当該権利発動要件が発生した日から６か

月間経過する日までとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額

発行価格は、１株につき１円とします。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額

は、行使に際して出資される財産の価額の総額とする。

新株予約権の行使の条件

（１）次の語句は、別段の定めのない限り以下に定める意

味を有するものとする。

a.「特定株式保有者」とは、当社の株券等の保有者、公開買

付者または当該保有者かつ公開買付者であるものであっ

て、(i)当該保有者が保有する当社の株券等及び当該保有者

の共同保有者が保有する当社の株券等にかかる株券等保有

割合（下記（１）a.において、金融商品取引法第27条の23 

第４項に規定する株券等保有割合をいう。）の合計、(ii)当

該公開買付者が所有し若しくは所有することとなった当社

の株券等及び当該公開買付者の特別関係者が保有する当社

の株券等にかかる株券等所有割合の合計（金融商品取引法

第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいう。）の

いずれかが、20％を超える者または超えると当社取締役会

が認める者をいう。

b.「保有」とは、金融商品取引法第27条の23第４項に規定

する保有をいう。

c.「保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第１項に規

定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者とみなさ

れる者を含むものとする。

d.「公開買付者」とは、金融商品取引法第27条の３第２項

に規定する公開買付者をいう。

e.「保有者かつ公開買付者」とは、保有者が同時に公開買

付者である場合の当該保有者をいう。

f.「共同保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第５項

に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保

有者とみなされる者を含むものとする。

g.「特別関係者」とは、金融商品取引法第27条の２第７項

に規定する特別関係者をいう。

h.「権利発動要件」とは、敵対的性質が類型的に存しない

者以外の者が、①特定株式保有者に該当したことを当社取

締役会が認識して公表した日から10日が経過したこと、ま

たは②当社が発行者である株券等（本項において、金融商

品取引法第27条の２第１項に規定する株券等をいう。）に

ついて、買付け等の後にその者が特定株式保有者となるよ

うな公開買付けの公告を行った場合には、当該公告の日か

ら10日が経過したことをいう。ただし、上記①及び②に定め

る10日の期間は、いずれも当社取締役会が、当社取締役会の

定める新株予約権細則（以下「細則」という。）に従い、必

要であると認めたときは、これを延長することができる。な

お、下記i.に定める「敵対的性質が類型的に存しない者」

に該当することが当該期間中に判明した場合には、上記①

及び②に該当しなかったものとする。
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第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の行使の条件

ⅰ．「敵対的性質が類型的に存しない者」とは、①当社ま

たは当社の子会社、②当社を支配する意図がないのに特定

株式保有者となった者と当社が認めた者で、かつ特定株式

保有者となった後10日以内にその保有する株券等を処分等

することにより特定株式保有者ではなくなった者、③自己

株式の取得等当社側の事情により、その意思によることな

く特定株式保有者となった者（ただし、その後当社の株券

等を新たに取得してなお特定株式保有者に該当する場合を

除く。）、④当社からの信託に基づき、本新株予約権を保有

する者（ただし、その受託者としての地位に基づく者に限

る。）、⑤その者が当社の株券等を取得または保有すること

が当社の企業価値の最大化に反するおそれがないと当社取

締役会が細則に従い認めた者、のいずれかに該当する者を

いう。

j.「買付け等」とは、金融商品取引法第27条の２第１項に

規定する買付け等をいう。

k.「株券等」とは、金融商品取引法第27条の23第１項に規

定する株券等をいう。ただし、上記h.②において規定する株

券等を除く。

（２）本新株予約権は、本新株予約権の発行日から平成21

年７月20日までの間に権利発動要件が満たされた場合に限

りこれを行使することができる。

（３）以下に定める者は、本新株予約権を行使することが

できない。

a. 特定株式保有者、その共同保有者、その特別関係者若し

くはこれらの者から本新株予約権を承継した者（ただし、

承継につき当社取締役会の承認を得た者を除く。）または

これらの者が実質的に支配し、これらの者に実質的に支配

され若しくはこれらの者が共同して支配し、これらの者と

共同して行動する者として当社取締役会が認めた者

b. 当社からの信託に基づき、本新株予約権を保有する者

（ただし、その受託者としての地位に基づくものに限る。）

（４）上記のほか、適用のある外国法令に照らし、当該法令

の管轄地域に所在する者が本新株予約権を行使するため

に、当該法令に基づく手続の履践若しくは所定の条件の充

足またはその双方（以下「準拠法行使手続・条件」とい

う。）が必要とされる場合には、当該管轄地域に所在する者

は、当該準拠法行使手続・条件が全て履践または充足され

た場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。ただ

し、当該管轄地域に所在する者が本新株予約権を行使する

ために当社が履践または充足することが必要とされる準拠

法行使手続・条件については、当社としてはこれを履践ま

たは充足する義務は負わないものとする。なお、当該管轄地

域に所在する者が本新株予約権を行使することが当該外国

法令に照らし認められない場合には、その者は、本新株予約

権を行使することができないものとする。

（５）本新株予約権を有する者が、上記（１）から（４）

までの規定に従い本新株予約権を行使することができない

場合であっても、当社は、かかる本新株予約権を有する者に

対して損害賠償責任及びその他の責任を一切負わないもの

とする。

 新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要する。
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第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

取得条項に関する事項

（１）当社は、上記「新株予約権の行使の条件」欄（１）

h.に定める権利発動要件に該当することとなった場合に

は、取締役会決議により定めた日において、本新株予約権の

うち上記「新株予約権の行使の条件」欄（３）の規定にて

本新株予約権を行使できない者の新株予約権を除いた本新

株予約権を取得することができる。この場合には、当社は、

本新株予約権を取得するのと引換えに、当該新株予約権の

新株予約権者に対して、新株予約権１個当たり当社普通株

式1株を交付する。この場合において、当社がかかる交付に

先立ち効力が発生する株式分割または株式併合を行うとき

は、「新株予約権の目的となる株式の数」欄に定める目的

株式数の調整の規定を準用する。

（２）上記（１）に基づき当社により、取得されなかった

本新株予約権のうち、上記「新株予約権の行使の条件」欄

（３）の規定により本新株予約権を行使できない者以外の

者へ譲渡された新株予約権については、当社は、取締役会決

議により定めた日において、当該新株予約権を取得するこ

とができる。この場合には、当社は、本新株予約権を取得す

るのと引換えに、当該新株予約権の新株予約権者に対して、

新株予約権１個当たり当社普通株式１株を交付する。この

場合において、当社がかかる交付に先立ち効力が発生する

株式分割または株式併合を行うときは、「新株予約権の目

的となる株式の数」欄に定める目的株式数の調整の規定を

準用する。

（３）上記（１）及び（２）にかかわらず、当社は、上記

「新株予約権の行使の条件」（１）h.に定める権利発動要

件に該当するまでの間において、次の事由に該当する場合

には、取締役会決議により定めた日において、本新株予約権

の全部を無償で取得する。

a.取締役会が当社の企業価値を最大化するために必要であ

ると認めた場合

b.株主提案により選任される取締役の数が在任取締役の過

半数となった場合

c.取締役会が本新株予約権を発行する目的を達成するため

の新たな制度の導入に際して必要があると認めた場合

d.上記a.ないしc.のほか、取締役会が本新株予約権の全部

を無償で取得することが適切であると判断した場合

取締役会は、上記a.に係る決議に際しては、当社が別途定め

る新株予約権細則に基づいて設置される特別委員会の勧告

を最大限尊重するものとする。

 信託の設定の状況
当社を委託者とし、信託銀行を受託者とする金銭信託以外

の金銭の信託契約を締結し、信託を設定しております。 

 代用払込みに関する記載 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

 

（３）【ライツプランの内容】

当社は、買収防衛策の一環として、新株予約権を発行しております。　

当該新株予約権の内容は、「（２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年10月１日～

平成20年12月31日
－　 23,661,000 － 2,565,500 － 2,545,508

 

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がないため、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。

 

（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

 平成20年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   54,200 － 単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式   23,587,400 235,873単元株式数100株

単元未満株式 普通株式   19,400 － －

発行済株式総数 23,661,000 － －
総株主の議決権 － 235,873 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、100株含まれております。

なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれておりません。

 

②【自己株式等】

 平成20年12月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

理研計器株式会社
東京都板橋区小豆沢

２丁目７番６号
54,200 － 54,200 0.23

計 － 54,200 － 54,200 0.23

　（注）　なお、当社は、平成20年11月14日開催の取締役会において決議した、会社法第165条及び第156条の規定に基づく自

己株式の取得を平成20年11月17日より実施し、その結果、平成20年12月31日現在の自己株式数は254,656株と

なっております。
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 725 790 758 715 729 679 576 579 600

最低（円） 633 705 662 619 626 507 419 474 515

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

（１）新任役員

　　  該当事項はありません。

 

（２）退任役員

　　  該当事項はありません。

 

　　（３）役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役 海外市場戦略担当 取締役 営業本部副本部長 酒井　成明　 平成20年7月1日

取締役 国内市場戦略担当 取締役 営業本部副本部長 佐藤　好弘　 平成20年7月1日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,229,279 4,602,201

受取手形及び売掛金 8,829,433 9,365,231

有価証券 － 150,566

商品及び製品 1,150,186 1,321,095

半製品 786,875 682,317

原材料 744,898 666,564

仕掛品 1,358,348 1,532,895

その他 629,631 830,318

貸倒引当金 △2,854 △3,676

流動資産合計 18,725,797 19,147,515

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 2,624,206

※1
 2,720,744

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 286,527

※1
 350,546

土地 4,134,515 3,262,433

建設仮勘定 126,422 116,408

その他（純額） ※1
 284,973

※1
 269,566

有形固定資産合計 7,456,644 6,719,699

無形固定資産 142,810 53,087

投資その他の資産

投資有価証券 2,133,070 2,605,313

その他 1,078,806 1,042,890

貸倒引当金 △32,030 △2,400

投資その他の資産合計 3,179,846 3,645,803

固定資産合計 10,779,301 10,418,590

資産合計 29,505,099 29,566,105
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,869,707 2,918,604

短期借入金 1,280,105 1,037,120

未払法人税等 44,797 619,405

賞与引当金 324,773 435,002

製品保証引当金 117,804 169,490

受注損失引当金 7,543 106,355

その他 1,114,289 1,045,747

流動負債合計 5,759,019 6,331,725

固定負債

社債 400,000 400,000

長期借入金 876,360 891,000

退職給付引当金 285,495 296,492

役員退職慰労引当金 322,651 493,902

負ののれん 66,096 419

その他 304,389 170,608

固定負債合計 2,254,992 2,252,423

負債合計 8,014,012 8,584,149

純資産の部

株主資本

資本金 2,565,500 2,565,500

資本剰余金 2,826,219 2,826,237

利益剰余金 16,013,396 15,118,379

自己株式 △162,683 △49,699

株主資本合計 21,242,432 20,460,418

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 288,048 495,821

為替換算調整勘定 △39,393 13,364

評価・換算差額等合計 248,654 509,186

少数株主持分 － 12,352

純資産合計 21,491,086 20,981,956

負債純資産合計 29,505,099 29,566,105
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（２）【四半期連結損益計算書】
　【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 16,430,746

売上原価 10,052,526

売上総利益 6,378,220

販売費及び一般管理費 ※1
 4,359,383

営業利益 2,018,836

営業外収益

受取利息 12,053

受取配当金 45,763

負ののれん償却額 11,960

受取保険金及び配当金 142,936

持分法による投資利益 30,900

雑収入 31,050

営業外収益合計 274,664

営業外費用

支払利息 34,943

為替差損 63,877

雑損失 3,003

営業外費用合計 101,824

経常利益 2,191,676

特別利益

固定資産売却益 15,735

貸倒引当金戻入額 100

特別利益合計 15,835

特別損失

固定資産売却損 4,399

固定資産除却損 9,649

投資有価証券評価損 40,793

ゴルフ会員権評価損 10,380

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 24,150

特別損失合計 89,372

税金等調整前四半期純利益 2,118,139

法人税、住民税及び事業税 658,421

法人税等調整額 162,480

法人税等合計 820,902

四半期純利益 1,297,236
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 5,024,230

売上原価 3,267,814

売上総利益 1,756,416

販売費及び一般管理費 ※1
 1,419,740

営業利益 336,675

営業外収益

受取利息 3,857

受取配当金 16,116

負ののれん償却額 3,986

受取保険金及び配当金 78,067

持分法による投資利益 20,738

雑収入 10,033

営業外収益合計 132,800

営業外費用

支払利息 11,354

為替差損 125,329

雑損失 1,693

営業外費用合計 138,377

経常利益 331,097

特別利益

固定資産売却益 5,039

特別利益合計 5,039

特別損失

固定資産売却損 3,140

固定資産除却損 2,926

投資有価証券評価損 40,793

ゴルフ会員権評価損 4,000

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 2,700

特別損失合計 53,560

税金等調整前四半期純利益 282,577

法人税、住民税及び事業税 △2,155

法人税等調整額 145,774

法人税等合計 143,619

四半期純利益 138,957

EDINET提出書類

理研計器株式会社(E02285)

四半期報告書

19/30



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,118,139

減価償却費 417,346

負ののれん償却額 △11,960

貸倒引当金の増減額（△は減少） 28,897

賞与引当金の増減額（△は減少） △115,479

製品保証引当金の増減額（△は減少） △51,685

退職給付引当金の増減額（△は減少） △65,055

受注損失引当金の増減額（△は減少） △98,812

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △272,317

受取利息及び受取配当金 △57,816

支払利息 34,943

為替差損益（△は益） 199,568

持分法による投資損益（△は益） △30,900

固定資産売却損益（△は益） △11,335

固定資産除却損 9,649

投資有価証券評価損益（△は益） 40,793

ゴルフ会員権評価損 10,380

売上債権の増減額（△は増加） 499,640

たな卸資産の増減額（△は増加） 170,370

仕入債務の増減額（△は減少） 28,792

未払消費税等の増減額（△は減少） 66,761

その他 106,450

小計 3,016,369

利息及び配当金の受取額 58,007

利息の支払額 △32,360

法人税等の支払額 △1,262,604

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,779,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △88,164

定期預金の払戻による収入 24,019

有価証券の償還による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △1,084,201

有形固定資産の売却による収入 50,352

無形固定資産の取得による支出 △102,071

無形固定資産の売却による収入 4,214

投資有価証券の取得による支出 △53,363

貸付金の回収による収入 180

子会社株式の取得による支出 △6,676

関係会社株式の取得による支出 △34,381

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△3,962

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,194,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 300,000

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △371,655

自己株式の純増減額（△は増加） △111,871

配当金の支払額 △403,394

財務活動によるキャッシュ・フロー △286,920

現金及び現金同等物に係る換算差額 △218,708

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 79,730
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現金及び現金同等物の期首残高 4,652,546

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 4,732,276
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１　連結の範囲に関する事項

　の変更

(1) 連結の範囲の変更　

従来、持分法適用非連結子会社であった理研計器関西サービス㈱の株式を追加取得した

ことにより、当社の議決権の所有割合が100％となり、四半期連結財務諸表に重要な影響

を与えるようになったため、第１四半期連結会計期間より連結子会社とし、連結の範囲

に含めております。

 (2) 変更後の連結子会社の数

８社

２　持分法の適用に関する事

　項の変更

(1) 持分法適用非連結子会社の変更

第１四半期連結会計期間より、理研計器関西サービス㈱は当社の議決権の所有割合が

100％となり、四半期連結財務諸表に重要な影響を与えるようになったため、連結の範囲

に含めたので持分法適用の範囲から除外しました。

 (2) 変更後の持分法適用非連結子会社数

０社

３　会計処理基準に関する事

　項の変更

(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の

　　適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日　企業

会計基準第９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法

から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

この結果、従来と同一の基準によった場合と比べて、損益に与える影響はありません。

 (2) 連結財務諸表作成における在外子会社　

　　の会計処理に関する当面の取扱いの適

　　用

「連結財務諸表作成における在外子会社　

の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年５月17日　実務対

応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。

これに伴う営業利益、経常利益及び税金

等調整前四半期純利益に与える影響は　ありません。
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【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

法人税等並びに繰延税金資産及び

繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要

なものに限定する方法によっております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境

等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計

年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法

を用いて算定しております。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　該当事項はありません。

 

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

重要な減価償却資産の耐用年数の変更

（機械装置）

当社の機械装置は、平成20年の法人税法の改正を契機として資産の利用状況の見直しを行い、第１四半期連結会計期

間より耐用年数の短縮を行っております。

この結果、従来と同一の基準によった場合と比べて減価償却費の損益に与える影響額は、軽微であります。

役員退職慰労引当金

当社は、平成20年６月27日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止による打ち切り支給を決議したこ

とに伴い、役員退職慰労引当金を全額取り崩し、将来の打ち切り支給予定額276,348千円を固定負債のその他（長期

未払金）に計上しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は6,390,724千円であ

ります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は6,228,156千円であ

ります。

 

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

支払手数料 389,811千円

広告宣伝費 71,437千円

給料及び手当 1,378,203千円

賞与引当金繰入額 68,055千円

退職給付費用 61,230千円

役員退職慰労引当金繰入額 16,081千円

減価償却費 59,074千円

研究開発費 827,912千円

 

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

支払手数料 112,547千円

広告宣伝費 28,273千円

給料及び手当 399,620千円

賞与引当金繰入額 68,055千円

退職給付費用 19,122千円

役員退職慰労引当金繰入額 2,960千円

減価償却費 20,545千円

研究開発費 274,695千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

　　　借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

現金及び預金勘定 5,229,279千円

償還期間が６か月を超える債券等 △497,002千円

現金及び現金同等物 4,732,276千円
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（株主資本等関係）

　当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平

　成20年12月31日）

　１．発行済株式の種類及び総数

　　　普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,661千株

　２．自己株式の種類及び株式数

　　　普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　286千株

　３．新株予約権等に関する事項

　　　(１)第１回信託型ライツプラン新株予約権

　　  　　新株予約権の目的となる株式の種類　　　　　　　普通株式

　　　　　新株予約権の目的となる株式の数　　　　　　　25,000千株

　　　　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　　　　      －

　４．配当に関する事項

（１）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 200,661 8.5平成20年３月31日平成20年６月30日利益剰余金

平成20年11月14日

取締役会
普通株式 200,657 8.5平成20年９月30日平成20年12月８日利益剰余金

　５．株主資本の金額の著しい変動

当社は、平成20年11月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議し、当第３四半期連結会計期間に111,276千円（200,000株）

の自己株式を取得しました。この結果、当第３四半期連結会計期間末において、自己株式は162,683千円（286,971株）

となっております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　当連結グループは、各種産業用測定機器の製造、販売を主事業としている専門メーカーでありますが、１セ

グメントの売上高は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％

超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

【所在地別セグメント情報】

　当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

 

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

 アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 491,761 203,800 98,439 28,759 822,761

Ⅱ　連結売上高（千円）     5,024,230

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
9.8 4.0 2.0 0.6 16.4

  

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

 アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,492,369676,611 404,938 109,4352,683,354

Ⅱ　連結売上高（千円）     16,430,746

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
9.1 4.1 2.4 0.7 16.3

　（注）１　海外売上高は、当社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

２　国または地域の区分の方法及び各区分に属する主な国または地域

(1）国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

(2）各区分に属する主な国または地域

①　アジア…………韓国・中国・台湾・シンガポール

②　北米……………アメリカ・カナダ

③　欧州……………ドイツ・ノルウェイ

④　その他の地域…ブラジル・オーストラリア

 

（有価証券関係）

　当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められな

いため、記載しておりません。

 

（デリバティブ取引関係）

　　　　当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）

　　　　該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

　　　　当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

　　　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 919.44円 １株当たり純資産額 889.41円

 

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 55.08円 １株当たり四半期純利益金額 5.91円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純利益（千円） 1,297,236 138,957

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 1,297,236 138,957

期中平均株式数（千株） 23,549 23,512

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

 

（リース取引関係）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に準じて処理を行っておりますが、当四半

期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載して

おりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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２【その他】

平成20年11月14日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）　中間配当による配当金の総額………………………200,657千円

（ロ）　１株当たりの金額……………………………………８円50銭

（ハ）　支払請求の効力発生日及び支払開始日……………平成20年12月８日

（注）　 平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

 

平成２１年２月６日

 

理研計器株式会社  

 取締役会御中  

 

 

 監査法人　ト　ー　マ　ツ  

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中井新太郎印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中原　　健印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている理研計器株式会

社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２０年１０月

１日から平成２０年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年１２月３１

日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ

・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、理研計器株式会社及び連結子会社の平成２０年１２月３１日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 以　上

 

 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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